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　平成１６年９月、我が国に対する外部からの武力攻撃などにおいて、国民

の生命、身体及び財産を保護することなどを目的とした国民保護法（武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律）が施行されました。

　国民保護法においては、国は、武力攻撃やテロなどから国民の生命、身体

又は財産を保護するため緊急の必要があるときは、警報を発令して、みなさ

んに危険な状態になったことをお知らせすることとなっています。そして、

国をはじめ、都道府県、市町村などの関係機関が、国民の保護のために情報

の提供や避難の誘導、避難所の開設、救援物資の配布、救助活動、医療活動

などの措置に迅速かつ全力を挙げて対応することとしています。
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